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第１章 本計画の位置づけ 

武蔵野市第六次総合情報化基本計画（以下「本計画」という）は、武蔵野市第六期長期計画

（以下「長期計画」という）をＩＣＴの側面から推進する計画として、本市が令和２～４年度

の３年間でＩＣＴをどのように活用するかを具体的に示します。 

 

１ 背景 

●第五次計画による情報化の推進や、第五期長期計画・調整計画によるＩＣＴを使ったまちづ

くりの推進を実施してきました。 

●国の掲げる方針や、ＡＩ・ＲＰＡ技術の進展などでＩＣＴを取り巻く環境が劇的に進化する

中、自治体によるＩＣＴ活用の取組が強く求められています。 

２ 計画の位置づけ 

●長期計画を上位計画に位置づ

けて、長期計画の目標達成に向

けてＩＣＴの側面から寄与する

ための計画とします。 

●本計画では、長期計画の目標を

達成するためにＩＣＴをどのよ

うに活用するかを示します。 

●本計画を「市町村官民データ活用推進計画」として位置づけます。 

３ 計画期間 

令和２～４年度の３年間とします。 

 

第２章 国・都などにおける情報化の動向 

●本計画のＩＣＴ施策を検討するにあたり、国・都の情報化の動向や他の地方自治体のＩＣＴ

施策の傾向を調査しました。 

 

施策 施策の動向 

官民データ

活用推進 

「官民データ活用推進基本法」においては、市町村における官民データ活用の推進に関する

施策の基本的な計画の策定が努力義務とされています。 

手続オンラ

イン化 

デジタル手続法が制定され、行政手続等の利便性の向上や行政運営の簡素化・効率化を図る

ために、自治体には、行政手続の原則オンライン化が努力義務とされています。 

共同利用の

推進 

「経済財政運営と改革の基本方針 2018」の中で、「自治体クラウド の一層の推進に向け、

各団体はクラウド導入等の計画を策定し、国は進捗を管理する。」としており、自治体クラ

ウドの推進を掲げています。 

 

  

 資料 １ 

武蔵野市第六次総合情報化基本計画(案)中間のまとめ 【概要版】 
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第３章 本市における情報化の動向 

本市の情報化の動向を把握するため、情報化の取組状況、第五次計画の振り返りを行うとと

もに、庁内情報システム更新計画の策定を行いました。 

本市の情報

化の取組状

況 

●情報技術の急速な発展、ＩＴサービスの多様化、及び国の情報化指針に対応するため、平

成 17 年度より情報化計画策定の取組を行ってきました。 

●平成 27～30 年度にかけて、物理サーバで稼働していた個別業務システムを順次仮想化基

盤へ移行し、住民情報系、内部統合系それぞれの仮想化基盤を統合した統合仮想化基盤を

導入することで、効率性・安全性・経済性の観点で最適化を図ってきました。 

第五次計画

の振り返り 

●市民からの要望が高かった項目（災害時における市民への情報発信手法の向上等）につい

て、着実に推進し成果を出しています。 

●国・都の指針として挙げられていた項目（セキュリティ強化の推進、ウェブアクセシビリ

ティの向上等）についても、推進し成果を出しています。 

庁内情報シ

ステムの更

新計画 

●庁内の情報システム更新計画を盛り込むことで、計画的な更新の実現と、庁内の各情報シ

ステムにおける高い効率性・安全性・経済性（コストの抑制）を確保します。 

 

第４章 市民ニーズの動向 

市民アンケートにて、“市民はどのようなＩＣＴ活用を望んでいるか”について調査を行い

ました。 

●「（13）災害対策の強化」、「（18-1）手続のオンライン化」、「（2）ウェブアクセシビリティ」

の３施策の市民ニーズが特に高いという結果になりました。「（13）災害対策の強化」は突出

して市民ニーズが高く、防災への課題意識の高いことがわかりました。 

●「生活が便利になる」など、情報化進展によるメリットを実感している方が増えています。

一方で、「情報が氾濫し、取捨選択が困難になる」など不安を感じている方も増えているこ

とがわかりました。 
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第５章 これからの主な課題と解決の方向性（目指すべき姿） 

第２～４章の調査結果を踏まえ、真に豊かさを実感できる社会の構築とＡＩ等の先端技術へ

の取組を実施することで、効果的・効率的に行政サービスを提供する自治体を目指します。 

 

各調査 調査結果・現状課題 対応策の方向性 対応策の 
詳細 

国・都の 

動向 

（第２章） 

市町村における官民データ活用の推進

に関する施策の基本的な計画の策定が

努力義務とされている。 

実情に合わせ効果的に同法が規定する

取組を本計画に含むことにより、「市町

村官民データ活用推進計画」と位置づ

け国や都の計画とも整合を取りなが

ら、施策の推進を図る。 

本計画 

（第６章） 

行政が保有する様々なデータのオープ

ン化や、行政サービスと民間サービス

の連携に取組むよう求められている。 

本計画で、第五次計画より継続して施

策「オープンデータの推進」を策定す

る。 

本計画 

（第６章） 

情報通信技術を活用し、行政手続等の

利便性の向上や行政運営の簡素化・効

率化を図るために、地方公共団体には

努力義務として、行政手続のオンライ

ン化が求められている。 

本計画で施策「窓口業務のオンライン

化（電子申請）の推進」を策定し、市民

アンケートの結果を考慮した上で、行

政サービスのオンライン化の検討を行

う。 

本計画 

（第６章） 

ＡＩ・ＲＰＡ技術などの先端技術や、自

治体クラウド の一層の推進が求めら

れている。 

本計画で施策「先端技術調査・研究」、

「自治体クラウドの検討」を策定する。 

本計画 

（第６章） 

本市の動向 

（第３章） 

＜重要度・緊急度が高かった施策＞ 

・ＩＣＴの導入による母子保健事業の

効率化・子育て世代包括支援センター

における情報連携 

・ＩＣＴ機器等の活用による図書館サ

ービスの向上の検討 

・環境啓発施設における環境情報の発

信 

・情報セキュリティの向上 

・ポータルサイト等を活用した武蔵野

市ふるさと応援寄付の実施 

行政の視点で重要度・緊急度を評価し、

本計画のＩＣＴ施策とする。 

本計画 

（第６章） 

ＡＩ・ＲＰＡ技術の進展など、ＩＣＴを

取り巻く環境が劇的に進化する中で、

先端技術に的確に対応できるスキルの

向上を図る必要がある。 

本計画（第７章）で職員に求めるＩＣＴ

スキルを体系化する。 

本計画 

（第７章） 

市民ニーズ

の動向 

（第４章） 

＜市民ニーズの高かった項目＞ 

・災害対策の強化         

・ウェブアクセシビリティ向上 

・窓口手続のオンライン化 

市民ニーズに応えるＩＣＴ施策を検討

し、本計画のＩＣＴ施策とする。 

本計画 

（第６章） 
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本計画の基本目標、ＩＣＴ施策の検討方法 

●本計画では、長期計画に掲げている５つのまちづくりの目標に基づき、「ＩＣＴを活用した

市民サービスの拡大」、「総合的な市政情報提供の推進」、「ＩＣＴの活用による業務効率化」

の３点を基本目標とします。 

●本計画の情報化施策の検討においては、市民の視点と行政の視点に基づき評価・検討を行い、

基本目標の実現に大きく寄与する施策に、優先的・重点的に取り組みます。 

 

 

第６章 情報化施策と取組内容 

情報化施策の確実な推進と適切な進捗管理を実現し、課題の解決に資する効果を得るため、

全ての情報化施策において、下記項目の検討を行いました。 

  

  

総合的な市政
情報提供の推

進

ICTの活用に
よる業務効

率化

ICTを活用し
た市民サー
ビスの拡大

基本目標
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【施策一覧】 

番号 分野 施策名 主管課 関係課 
サー
ビス 

情報
提供 

業務
効率

化 

1 

健康・福祉 

ウェブアクセシビリティの向上
推進 

秘書広報課 各課 ○ ○ ○ 

2 
障害者差別解消に向けた取組の
推進 

障害者福祉課 ― ○ ○   

3 

子ども・教
育 

ＩＣＴの導入による母子保健事
業の効率化・子育て世代包括支援
センターにおける情報連携 

健康課 
子ども政策課・
子ども家庭支援
センター 

○ ○ ○ 

4 効果的な学習環境の整備 指導課 教育支援課     ○ 

5 
ＩＣＴを活用した教員の働き方

改革の推進 
指導課 ―     ○ 

6 

平和・文
化・市民生

活 

広報資料及び歴史公文書等のデ
ジタル化 

秘書広報課、生

涯学習スポーツ
課 

各課 ○ ○ ○ 

7 
災害時における市民への情報発

信手法の向上 
秘書広報課 防災課 ○ ○ ○ 

8 公共Ｗｉ－Ｆｉの整備の検討 秘書広報課 
防災課、生活経

済課 
○ ○ ○ 

9 
ポータルサイト等を活用した武
蔵野市ふるさと応援寄附の実施 

財政課 ―   ○ ○ 

10 
タブレット型端末による通訳サ
ービス 

交流事業課 企画調整課 ○ ○   

11 
災害時の情報収集・意思決定体制
の向上 

防災課 秘書広報課 ○   ○ 

12 
生涯学習の情報提供等インター
ネット活用の拡充 

生涯学習スポー
ツ課 

― ○ ○   

13 
ＩＣＴ機器等の活用による図書

館サービスの向上の検討 
図書館 ― ○     

14 

緑・環境 

公共施設へのエネルギーマネジ

メントシステム導入 
環境政策課 施設所管課   ○ ○ 

15 
環境啓発施設における環境情報
の発信 

環境政策課 
ごみ総合対策
課、下水道課、

緑のまち推進課 

○ ○   

16 

都市基盤 

駐車場・駐輪場の満空情報発信体

制整備 
交通対策課 ― ○     

17 
道路状況などにおける、 ＩＣＴ
を利用した課題共有 

道路課 秘書広報課 ○ ○ ○ 

18 

行財政 

オープンデータの推進 企画調整課 
秘書広報課、情
報管理課 

  ○   

19 
オリンピック・パラリンピック等
国際大会に向けたまちの魅力等
の情報発信の向上 

企画調整課 秘書広報課   ○   

20 
市ホームページ・ＳＮＳ等を利用
した市政情報の発信・提供の仕組

みの充実 

秘書広報課、情
報管理課 

各課 ○ ○ ○ 

21 
ＩＣＴを利活用した業務や意思
決定の効率化、情報共有等の促進 

総務課、情報管
理課 

各課     ○ 

22 
先端技術等を活用した業務効率
化及び市民サービスの向上に関

する調査・研究 

総務課、情報管
理課 

各課 ○ ○ ○ 

23 文書の電子化の推進 
総務課、情報管
理課 

各課     ○ 

24 
心身ともに健康で、柔軟な働き方
を支援する制度の検討 

人事課 ―   ○   

25 
窓口業務のオンライン化（電子申
請）の推進 

情報管理課 窓口担当部署 ○   ○ 

26 
社会保障・税番号制度（マイナン
バー制度）への対応 

情報管理課 
利用事務運用部
署 

○   ○ 

27 情報セキュリティの向上 情報管理課 ―     ○ 

28 自治体クラウドの検討 情報管理課 ―     ○ 

29 
窓口手続時間の短縮および簡素

化の研究 
市民課 窓口担当部署 ○   ○ 
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第７章 推進体制 

●施策の進捗管理にあたっては、主管課は工程表と照らし合わせながら進捗の管理を行ない、

情報管理課は主管課に対して半期毎に進捗の確認を実施します。 

●実施完了した施策については、その効果、費用等について評価を行います。 

●職員に求めるＩＣＴに関するスキルについて、一定水準の文書・資料の作成を行う「情報

を効果的・効率的に活用するスキル」と、情報化施策の推進に必要な「システム導入・運用

等に関するスキル」が求められます。後者については、業務の主管課・システム部門や、階

層に応じて、体系化しました。 

 

 

今後の予定 

令和元年 

12月 パブリックコメントの実施 

令和２年 

１月 計画案の修正（パブリックコメントを受けた修正等） 

２月 ＩＣＴ戦略会議において計画案の承認後、計画決定 

３月 公表 

 

 

担当課 総務部情報管理課 

 


